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開会日提出予定議案 

事件議案（９件） 

議案第１８号 専決処分の報告及びその承認について 

  令和７年度八代市一般会計補正予算（第１２号）を専決処分したもの 

 

議案第１９号 八代市総合計画基本構想（八代未来づくりビジョン）の策定について

（企画政策課） 

  本市における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想（令和８年度

～令和１１年度）を策定するに当たり、八代市議会の議決すべき事件を定める条例

第２条第１号の規定により議会の議決を求めるもの 

 

議案第２０号 八代市過疎地域持続的発展計画の策定について      （地域政策課） 

  過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づく過疎地域持続的発展計

画（令和８年度～令和１２年度）を策定することについて、同法第８条第１項の規

定により議会の議決を求めるもの 

 

議案第２１号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について   （地域政策課） 

  辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律に基

づく７辺地（深水辺地、木々子辺地、辻辺地、責・川原谷辺地、小川内辺地、釈迦

院辺地、樅木辺地）に係る公共的施設の総合的な整備に関する財政上の計画（令和

８年度～令和１２年度）を策定することについて、同法第３条第１項の規定により

議会の議決を求めるもの 

 

議案第２２号 契約の締結について                 （観光振興課） 

  予定価格１億５，０００万円以上の工事請負契約の締結について、八代市議会の

議決に付すべき契約に関する条例第２条の規定により議会の議決を求めるもの 

   工 事 名  道の駅坂本新築工事（建築） 

   工事場所  八代市坂本町荒瀬１２３９番地１外 

   相 手 方  藤永組・豊岡組建設工事共同企業体 

契約金額  ４９１，７００，０００円 

 

議案第２３号 契約の変更について                                （農地整備課） 

変更後の契約金額が１億５，０００万円以上の工事請負契約の締結について、八

代市議会の議決に付すべき契約に関する条例第２条の規定により議会の議決を求め

るもの 

   工  事  名  八代南部排水機場２号ポンプ設備復旧工事 

   工 事 場 所  八代市日奈久新開町 

   相  手  方  株式会社酉島製作所 九州支店 

   契約金額（変更前） １３８，１６０，０００円 

   契約金額（変更後） ３３４，６４２，０００円 
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議案第２４号 財産の取得の変更について               （学校教育課） 

  議会の議決を経た財産の取得について、取得価格に変更が生じたため、八代市有

財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により議会の議決を求めるもの 

   取 得 財 産  中学校教師用教科書、指導書及びデジタル教科書 

   相 手 方  合名会社庄野学生堂 

             合名会社庄野学生堂 八代店 

   取得価格（変更前） ５７，１８３，７１６円 

   取得価格（変更後） ５２，２５６，９８４円 

 

議案第２５号 市道路線の廃止について                 （土木課） 

  市道路線の廃止について、道路法第１０条第３項の規定により議会の議決を求め

るもの 

※廃止する全ての市道路線について、議案第２６号において再度認定を行う。 

（１） 竜西幹４号線 

竜西幹４号線を国道３号に接続するための整備を行うに当たり、本路線を一

旦廃止する。                        別紙位置図１ 

（２） 竜西東西１２号線、竜西南北１５号線、扇ノ江２号線 

千丁町西牟田から国道３号（川田町）に至る東西アクセス道路について、幹

線道路として必要な整備を行うに当たり、これらの路線を一旦廃止する。 

                              別紙位置図２ 

 

議案第２６号 市道路線の認定について                 （土木課） 

  議案第２５号で一旦廃止した市道路線の再認定等について、道路法第８条第２項

の規定により議会の議決を求めるもの 

（１） 竜西幹４号線(再認定)                           別紙位置図３ 

 （２）竜西東西１２号線、竜西南北１５号線、扇ノ江２号線（再認定）別紙位置図４ 

（３）竜西東西２１号線（新規認定）               別紙位置図４ 

 

※廃止及び認定を行う路線（議案第２５号及び議案第２６号関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

路線名 区分 廃止する路線 認定する路線 

竜西幹 

４号線 

起点 岡町中８５４番地先 岡町中６５１番１地先 

終点 岡町中８４番１地先 千丁町太牟田９７番地先 

竜西東西 

１２号線 

起点 川田町東１０２９番１地先 川田町東３０８番地先 

終点 川田町東１６５０番２地先  千丁町吉王丸１０２６番１地先 

竜西南北

１５号線 

起点 中片町７７５番地先 中片町７７５番地先 

終点 川田町西１９１６番地先 千丁町吉王丸９７４番地先 

扇ノ江 

２号線 

起点 千丁町南吉王丸字井出ノ本１０６２番地先   千丁町吉王丸１０６２番２地先 

終点 千丁町南吉王丸字扇ノ江１０１８番地先   千丁町吉王丸１０６０番３地先 
竜西東西
２１号線
（新設） 

起点 － 川田町東１２５３番１地先 

終点 － 川田町東２８５番地先 
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条例議案（１７件） 

議案第２７号 八代市一般職の職員の給与に関する条例及び八代市会計年度任用職員

の給与等に関する条例の一部改正について         （人事課） 

  人事院勧告に基づく一般職の国家公務員の給与改定に準じ、一般職の職員の通勤

手当に係る規定について所要の改正を行うもの（令和８年４月１日施行） 

（１） 通勤距離に応じた通勤手当の額の規則への委任 

通勤距離に応じた通勤手当の支給月額を規則で定めることとするため、当該

規定を削除する。 

（２） 駐車場等の利用に係る手当の新設 

自動車等を使用し通勤手当の対象となる職員で、駐車場等を利用する者に対

し、月額５，０００円を超えない範囲内で駐車場等の料金に相当する額として

規則で定める額を支給する。 

 

議案第２８号 八代市営駐車場条例の一部改正について          （危機管理課） 

  有料駐車場としての利用を休止している八代市営中央駐車場の供用を廃止するに

当たり、当該公の施設の名称、位置、使用料等に係る規定を削除する改正を行うも

の（令和８年４月１日施行） 

 

議案第２９号 八代市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について （危機管理課） 

非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正に伴い、非常勤

消防団員及び消防作業従事者等（以下「非常勤消防団員等」という。）に対する損害

補償に係る補償基礎額を引き上げ、また、扶養親族のある非常勤消防団員等におけ

る同基礎額への加算額を改定するに当たり、所要の改正を行うもの（令和８年４月

１日施行） 

（１）非常勤消防団員に対する損害補償に係る補償基礎額の引き上げ 

階級 

勤務年数 

10年未満 10年以上 20年未満 20年以上 

改正前 改正後 改正前 改正後 改正前 改正後 

団長及び副団長 12,900円 13,340円 13,700円 14,170円 14,500円 15,000円 

分団長及び副分団長 11,300円 11,670円 12,100円 12,500円 12,900円 13,340円 

部長、班長及び団員 9,700円 10,000円 10,500円 10,840円 11,300円 11,670円 

（２）消防作業従事者等に対する損害補償に係る補償基礎額の引き上げ 

最低額  ９，７００円 → １０，０００円 

     最高額 １４，５００円 → １５，０００円 
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（３）扶養に係る補償基礎額の加算額（日額）の改定 

改正前 第１号 第２号 第３号 第４号 第５号 第６号 

改正後    廃止 第１号 第２号 第３号 第４号 第５号 

区分 

配偶者（婚姻

の届出をしな

いが、事実上

婚姻関係と同

様の事情にあ

る者を含む。） 

２２歳に達す

る日以後の最

初の３月３１

日までの間に

ある子 

２２歳に達す

る日以後の最

初の３月３１

日までの間に

ある孫 

６０歳以上の

父母及び祖父

母 

２２歳に達す

る日以後の最

初の３月３１

日までの間に

ある弟妹 

重度心身障害

者 

改正前 100円 383円 217円 

改正後 廃止 433円 217円 

 

議案第３０号 八代市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例の一部改正に

ついて                      （デジタル推進課） 

  情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の一部改正に伴い、本市の条

例等においてフロッピーディスク等の記録媒体を提出することとされている申請等

（※１）及び処分通知等（※２）についてオンラインで行うことを可能とするため、

所要の改正を行うもの（公布の日施行） 

 ※１ 申請等・・申請、届出その他の条例等の規定に基づき市の機関に対して行われる通知 

※２ 処分通知等・・処分の通知その他の条例等の規定に基づき市の機関が行う通知 

 

議案第３１号 ふるさと八代元気づくり応援基金条例の一部改正について  （財政課） 

  八代市総合計画基本構想として策定する八代未来づくりビジョン及び第２期地域

再生計画の策定に合わせ、条例中に規定する事業の区分について、次に掲げる改正

を行うもの（令和８年４月１日施行）  

（１） 個人の方からのふるさと納税による寄附金を充当する事業 

（２）  

 

 

 

 

 

 

 

（２）企業版ふるさと納税による寄附金を充当する事業 

   改正前：八代市まち・ひと・しごと創生推進計画に定める地域再生を図るため

に行う事業 

改正後：第２期八代市まち・ひと・しごと創生推進計画に定める地域再生を図

るために行う事業 

 

改正前  

 

 

改正後 

(1)誰もがいきいきと暮らせるまちづくり事業 (1)市民から見える、市民の声を聞く信頼されるまちづくり事業 

(2)郷土を担い学びあう人を育むまちづくり事業 (2)地の利、人の利を活かしたまちづくり事業 

(3)安全・安心・快適に暮らせるまちづくり事業 (3)市民格を高める文化薫るまちづくり事業 

(4)地域資源を活かし発展するまちづくり事業 (4)災害からの復旧・復興まちづくり事業 

(5)人と自然が調和するまちづくり事業 (5)産み育て学べてよかったまちづくり事業 

(6)その他市長が特に認めるまちづくり事業 (6)元気な暮らしと持続可能なまちづくり事業 

 (7)危機に即応できる安全なまちづくり事業 

 (8)その他市長が特に認めるまちづくり事業 
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議案第３２号 八代市営住宅設置管理条例の一部改正について          （住宅課） 

  次に掲げる改正を行うもの（公布の日施行） 

 （１）「沖町団地」、「植柳上町第２団地」及び「海士江町道上団地」の解体に伴い、

市営住宅の名称及び位置を定める別表からこれらの団地を削除する。 

 （２）「海士江町団地」、「井揚町団地」、「高島団地」、「藤本団地」及び「郷開団地」

について、地籍調査等よる地番の変更に伴い、位置の表記を変更する。 

 

議案第３３号 八代市公共下水道事業（八代処理区・八代東部処理区）区域外流入受

益者分担金条例の一部改正について          （下水道総務課） 

  区域外流入（※）を行う受益者に賦課する費用について、八代市全域で統一した

取扱いとするため、所要の改正を行うもの（令和８年４月１日施行） 

※区域外流入・・公共下水道の事業計画区域外から下水道に接続し、生活排水を処理すること。 

（１）題名の改正 

改正前：八代市公共下水道事業（八代処理区・八代東部処理区）区域外流入受

益者分担金条例 

改正後：八代市公共下水道事業区域外流入受益者分担金条例 

 （２）鏡処理区及び千丁処理区において区域外流入を行う受益者へ賦課する費用の

取扱いの改正 

   

 

 

 

 

 

議案第３４号 八代市千丁健康温泉センター条例の廃止について  （健康福祉政策課） 

  八代市千丁健康温泉センターの供用を廃止するに当たり、当該公の施設の設置及

び管理に関して定める条例を廃止するもの（令和８年７月１日施行）  

  ※附則において、八代市暴力団排除条例から当該公の施設を削除する改正を行う。 

 

議案第３５号 八代市老人憩いの家条例の一部改正について       （健康福祉政策課） 

八代市五家荘憩いの家の供用を廃止するに当たり、当該公の施設の名称、位置及

び使用料に係る規定を削除する改正を行うもの（令和８年４月１日施行） 

 

議案第３６号 八代市手話言語の普及及び障がいの特性に応じたコミュニケーション手

段の利用の促進に関する条例の制定について            （障がい者支援課） 

手話言語の普及及び障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進

に関する基本理念を定め、市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにすると

ともに、市が推進する施策を定めることにより、全ての市民が障がいの有無にかか

わらず、人格と個性を尊重し合いながら安心して暮らせる共生社会の実現に寄与す

ることを目的として、所要の条例を制定するもの（令和８年４月１日施行） 

処理区 改正前 改正後 

・八代処理区 

・八代東部処理区 

区域外流入に係る分担金 

【根拠】本条例 
区域外流入に係る分担金 

【根拠】本条例 ・鏡処理区 

・千丁処理区 

区域内の受益者と同様の取扱い 

【根拠】受益者負担金（分担金）に

係る条例 
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議案第３７号 八代市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例の制

定について                     （こども未来課） 

子ども・子育て支援法に基づく乳児等通園支援事業（※）の令和８年度からの実

施に向け、事業者が給付を受けるための要件となる運営に関する基準について「特

定乳児等通園支援事業の運営に関する基準（内閣府令）」に準じ、所要の条例を制定

するもの（令和８年４月１日施行） 

※乳児等通園支援事業・・保護者の就労要件等を問わず、生後 6 ヶ月から満 3 歳未満の未就

園児が、保育所等を月一定時間まで利用できる制度（通称「こども誰でも通園制度」） 

（主な制定内容） 

 （１）利用定員に関すること 

 （２）運営規程に関すること 

 （３）職員の勤務体制の確保等に関すること 等 

 

議案第３８号 八代市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

等の一部改正について               （こども未来課） 

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準等（内閣府令）の一部改正に伴

い、当該基準等を参酌して定めることとされている関係条例について、所要の改

正を行うもの（公布の日施行 （４）のみ令和８年４月１日施行） 

（一部改正する条例） 

（１）八代市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例 

（２）八代市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定

める条例 

（３）八代市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例 

（４）八代市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例 

（主な改正内容） 

（１）地域限定保育士制度（※）が一般制度化されたことに伴う規定の整備 

    ※地域限定保育士制度・・登録した都道府県等においてのみ保育士として業務を行う

ことができ、登録後３年経過し一定の勤務経験がある場合には、通常の保育士とし

て当該都道府県等以外でも業務を行うことが可能な資格制度 

（２）特例保育（※１）を行う事業者が、当該特例保育を行う事業所において一般

型乳児等通園支援事業（※２）を行う場合には、当該事業に係る設備（居室の

面積等）及び職員（職員配置）の基準を適用しないこととする。 

     ※１ 特例保育・・離島その他の人口が少ない地域において、保育所を利用するための

保育の必要性の認定の規定によらず、柔軟に保育所を利用できるようにした特例制度

による保育 

     ※２ 一般型乳児等通園支援事業・・認可定員とは別に本事業の定員を設け、在園児の

保育室又は専用室において実施する乳児等通園支援事業（議案第３７号※参照） 

 

議案第３９号 八代市国民健康保険財政調整基金条例の一部改正について 

（国保ねんきん課） 

  八代市国民健康保険財政調整基金の処分に係る規定について、現行の国民健康保

険制度との整合を図るため、所要の改正を行うもの（公布の日施行） 
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議案第４０号 八代市国民健康保険税条例の一部改正について    （国保ねんきん課） 

  国民健康保険税の基礎課税額の世帯別平等割額の引き下げに当たり、所要の改正

を行うもの（令和８年４月１日施行） 

 （改正内容） 

（１）基礎課税額の世帯別平等割額 

区分 改正前 改正後 

特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ２２，０００円 ２０，０００円 

特定世帯 １１，０００円 １０，０００円 

特定継続世帯 １６，５００円 １５，０００円 

（２）基礎課税額の世帯別平等割額から減額する額 

  ７割軽減世帯 

区分 改正前 改正後 

特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 １５，４００円 １４，０００円 

特定世帯 ７，７００円 ７，０００円 

特定継続世帯 １１，５５０円 １０，５００円 

５割軽減世帯 

区分 改正前 改正後 

特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 １１，０００円 １０，０００円 

特定世帯 ５，５００円 ５，０００円 

特定継続世帯 ８，２５０円 ７，５００円 

２割軽減世帯 

区分 改正前 改正後 

特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ４，４００円 ４，０００円 

特定世帯 ２，２００円 ２，０００円 

特定継続世帯 ３，３００円 ３，０００円 
 
 

議案第４１号 八代市立博物館未来の森ミュージアム条例の一部改正について 

（博物館） 

  優れた芸術や郷土の歴史に触れる機会を高校生に対して広く提供するため、観覧

料の無料対象を中学生以下から高校生以下に拡大するに当たり、所要の改正を行う

もの（令和８年４月１日施行） 

 

議案第４２号 八代市企業振興促進条例及び八代市企業立地促進に関する固定資産税

の課税免除を定める条例の一部改正について       （商工政策課） 

本市の企業誘致競争力を高めるとともに、地域経済の活性化及び雇用の創出に関

する施策を推進するため、所要の改正を行うもの（令和８年４月１日施行） 

（主な改正内容） 

（１）対象業種に「植物工場」（※）を追加 

  ※植物工場・・施設内で植物の生育環境を制御して栽培を行う施設園芸のうち、環境及

び生育のモニタリングを基礎として、高度な 環境制御と生育予測を行うことにより、

野菜等の植物の周年･計画生産が可能な栽培施設 
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（２）重点産業分野（食品製造（植物工場を含む。）、半導体製造、運輸業）の設定 

（３）補助メニューの見直し等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第４３号 八代市手数料条例の一部改正について      （農業委員会事務局） 

農地転用許可標識板の交付手数料を無料とするに当たり、当該手数料に係る規定

を削除するもの（令和８年４月１日施行） 

 

【議案以外の諸報告】 

報告第１号 専決処分報告書 

補助項目 改正前 改正後 

固定資産税

の減免 

操業開始後 1～3年：100％ 

操業開始後 4～5年：50％ 

廃止 

固定資産税

の課税免除 

 

【地域経済牽引事業計画承認を受け

た場合】 

※課税免除 1～5年：100％ 

【地域経済牽引事業計画承認を受けた場

合】※課税免除 1～3年：100％ 

事業所等建

設補助金 

（投資額 1億円以上） 

10名未満：投下固定資産額×1％ 

10名以上：投下固定資産額×2％ 

40名以上：投下固定資産額×3％ 

（投資額 20億円以上） 

100名以上：投下固定資産額×5％ 

（投資額 1億円以上） 

増設・移設   ：投下固定資産額×5％ 

新設（重点以外）：投下固定資産額×8％ 

新設（重点分野）：投下固定資産額×10％ 

※投下固定資産額は土地取得額を除く 

用地取得等

補助金 

土地取得額×30％ 増設・移設・新設：土地取得額×30％ 

新設（重点分野）：土地取得額×50％ 

※移設の場合は、増加面積分 

雇用奨励金 正社員：50万円/人 

非正規：30万円/人 

※2か年で交付 

正社員：100万円/人 

非正規：30万円/人 

※1か年で交付 

上限 （投資額 1億円未満） 

上限 5千万円 

（投資額 1億円以上） 

増加市民雇用数 10名未満：1億円 

増加市民雇用数 10名以上：2億円 

増加市民雇用数 40名以上：3億円 

（投資額 20億円以上） 

増加市民雇用数 100名以上：6億円 

（増加市民雇用数 20人以上） 

投資額 30億円以上：上限 2億円 

投資額 50億円以上：上限 3億円 

投資額 100億円以上：上限 4億円 

投資額 200億円以上：上限 6億円 

投資額 300億円以上：上限 8億円 

投資額 400億円以上：上限 10億円 

（上記に該当しない） 

上限 1億円 

 


